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33 デジタル教材開発における著作権ワーキンググループ報告

1 はじめに

自然研究講座 片桐昌直

katagiri@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 

デジグノレ教材I3IJ発において、著作権に関する処避が必要であることはいうまでもないが、

具体的な問題や処理となると非市'に難しい場面が考えられる。そこで、デジタル教材の開発

時に関わる若作権処理の方策併の検昔、lのため、著作権ワーキンググループを設置することと

した。メンバーは、片桐昌直(自然研究講座)、佐藤賢司(美術教育講座)、島文子、谷口

慶子、上里子悲(以上、図書館学術情報課)の 5人で、このワーキング‘グループにおいて、デ

ジタノレ教材製作段階での著作権に関わる課題や外部へのデジタル教材発信段階の課題につい

て検討を行った。

2 デジタ ル教材製作段階での著作権に関わるアンケート

まずデジタノレ教材の開発を行っている先生方に以 下の項目に関してメーノレによるアンケー

トを実施 し、その結果を検討することによ り、作成段階での著作権の問題点をまとめること

にした。

質問 1 あなたがデジタノレ教材を作成する|療に，若作権の取り扱いで疑問な点がありまし

たらお教えください。

質問 2 あなたがデ、ジタノレ教材を作成する際に，著作権に関して注意されている点があり

ましたらお教えください。

その結果、 5人の先生からアンケートの回答を科、以下に各質問 と得られた回答を掲載し

た。なお、回答については、 (d虫)メ ディア教育開発センター(現放送大学 ICT活用 ・

遠隔教育センター)教授で、デジタル著作権の専門家である尾崎史郎先生のこ、協力を]買いた。

質問 1 あなたがデジタル教材を作成する際に，著作権の取り扱いで疑問な点がありま

したらお教えください。 Jに関する質問とその回答(原文のまま)

質問，著作権法の 32条にある 「引用Jなのですが r報道、 批評、研究その他の引

用の目的上IE当な範囲内」であれば公表された著作物を引用して利用できる

ことになっています。デジタル教材を制作する場合に，引用と して他者の著

作物を利用することは可能なのでしょうか?
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以下の条件を全て満たしているのであれば、 デジタル教材に他者の著作物を引用

して利用することは可能です 。

①既に公表された著作物でユあること

②「公正な慣行Jに合致すること

③報道，批評，研究など引用の住II'try上「正当な範囲内」 である こと

④出所の明示をすること

上記条件のうち、②の「公正な慣行」に合致すると言い得るためには、 「明瞭区

別性J (引用部分が明瞭に区別でき ること)と引用を行 う必然性がある ことが必要

であり、③の「正当な範囲内」であると言い得るためには、 I主従関係J (自らの

著作部分が「主」で引用部分は 「従」であること)が必要といわれています。

しかし、 主従関係については、単に分量だけの問題ではないため、判断が難しいの

が現状です(自分の著作物が「主」と考えがちであり、引用した側とされた側とで

主従関係のとらえ方が異なることが考えられます。)。そのため、判断に迷う場合

は、著作権者の許諾を得るこ とをお勧め します。

なお、 「主従関係」については、 「両著作物の関係を、引用の目的、同l著作物のそ

れぞれの性質、内主主及び分量並びに被引用著作物の採録の方法、態様などの諸点に

亙って限定した事実関係に基づき、かっ、当該著作物が想定する読者の一般的観念

に照 らし、 引用著作物が全体の中で主体性を保持し、被引用著作物が引用著作物の

内容を補足説明し、あるいはその例証、参考資料を提供するなど引用著作物に対し

付従的な性質を有しているにすぎないと認められるかどうかを判断して決すべき」

(東京高裁昭和160年 10月 17日判決「藤閏嗣冶絵画複製J事件)とした判例がありま

すo

質問;理科の実験のアイディアについて知的財産権を主張される方がいて，この実

験のデジタル教材を作成することを路賭しています。実験教材について特許

を取られている場合もありますが，そうでない場合はどう対応したら良いで

しょう。

著作権の対象である著作物とは、 「思想、又は感情を創作的に表現したものであっ

て、文芸、学術、美術又は音楽の純囲に属するものJ (第二条第一項)をいいます。

従って、アイディ ア肉体は著作権法の対象ではありません。そのアイディアを表し

た著作物そのものは対象ですが。アイディ アの保護は特許法でなされます。 しかし

ながら、特許もそのアイディアを「業」としての実施に対して権利が行使されます。

ここで、学校教育が「業」であるかどうかですが、特許庁の解釈(判例がないので)

では、 「業j に該当するとのことで、特許化(出願も含め)されていれば許可が必
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要となります。また、特許化されていなければ法的には問題ありませんが、慣例に

従い、文献等の引用、あるいは開発者の明示をされておけばいいのではないかと思

いますのまた誰が最初にアイディアを出したかについては、文献等で確認するしか

ないと思います。

質問文部科学省が公開している学習指導要領とその解説の過去から現在までのテ

キストを，デジタル教材と組み合わせてコンテンツ化したいと考えています。

これらを文部科学省の了解なし-('利用することは可能でしょうか。

国が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものは、著作権の権利がおよ

ばないとされています(第十三条)。学習指導要領は、 「告示」に該当します。 し

かし、その解説は「告示j に該当しませんので、利用にあたっては許諾が必要とな

ります。なお、作成した教材の根拠等に引用(第三十二条第一項)するのであれば

許諾は必要ありません。

質問;lVebで公開されている CNNや ABCなどの海外のニュースを借用して、授業内で

のみ利用するのは、著作権に反するのか。

学校・公民館などで教員等や授業を受ける者(学習者)が教材作成などを行うた

めにコピーする場合の著作権の例外規定が第三十五条第一項にあります。インター

ネットを通じて得た著作物をダウンロードしたり，プリントアウト・コピーして教

員等が教材作成を行ったり，学習者が教材としてコピーしたものを他の学育者に配

布して使うような場合にも，この例外は適用されます。

I条件l

ア営利を目的としない教育機関であること

イ授業等を担当する教員等やその授業等を受ける学習者自身がコピーする こと

(指示に従って作業してくれる人に頼むことは可能)

ウ授業の中でそのコピーを使用すること

エ必要な限度内の部数であること

オ既に公表されている著作物であること

カその著作物の種類や用途などから判断して，著作権者の利益を不当に害しない

こと(ソフトウエアやドリルなど，個々の学習者が購入することを想定して販売

されているものを複製する場合等は対象外)

キ慣行があるときは「出所の明示Jが必要

質問;公開の範囲によりどのように扱いが呉なるかつ例として学内(繕内 LAN)仲学
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外(インターネット)、受講者に限定(パスワード付)仲非限定

一般にサーバに著作物を掲載することは、著作権法(以ド「法Jという。)上 「複

製Jであるとともに、 「公衆送信」に該当します(著作権法でいう 「公衆Jには、

特定かつ多数の者を含むものとされています(法第 2条第 5項)ので、アクセスで

きる者が受講者に限定されていたとしても、受講者が多数であれば、 「公衆送信」

に該当することになります。)。

このうち、 「公衆送信Jについては、同一梢内(同一の者の占有する区威内に限る。)

でのプログラム以外の送信は「公衆送信Jから除かれる ことになっています(節 2

条第 1項第 7号の 2括弧書き)ので、サーバにアクセスできる場所が、サーバの置

かれてし、る場所と |百卜・構内(同一キャンパス内)に限定されている場合は、プログ

ラム以外の著作物をサーバに掲載したとしても「公衆i差値」にはあたらないことと

なります。

一方、 「後生むについては、著作権者の手IJ:?itを不当に害さないなどの条件はありま

すが、授業の過程において使用することを目的とする場合は、著作物を複製してよ

いとの規定(法第 35条第 1項)がありますので、授業中だけ使用するのであれば、

f複製Jは可能と考えられます。 しかし、サーバに掲載された著作物を授業時|制以

外の時間でもアク Eスできる場合や授業を受ける者(履修者)以外もアクセスでき

る場合は、授業の過程以外でも使用している(目的外使用)と して、同項の適用対

象外と判断される可能性が舟iいと考えられます。

そのため、 例え構内 LANであったとしても、同ーキャンパス外からでもアクセスで

きたり、授業時間以外や履修者以外もアクセスできるサーバに著作物を掲載する場

合は、著作権者の許諾を得ることが必要と考えられます。

質出J;教科書記載の曲について、楽格作成Yフ卜で作成し叫した楽譜を載せた場合、

出版物に関する著作権はどうなるのか

既存のilhを楽譜作成ソフトで作成し直すことは、著作権法上は、既存の内の「後製J

XI;t r編曲」にあたると考えられます(作成し直したものが、既存の曲に創作性を

加味している といえる場合であれば、既存の|納を編曲 した一次的務作物となります

が、 創作性を加味したとまではいえない場合は既存の曲の複製物と いう ことになり

ます。)。

教科書に載っている曲が古い耐で、保護期間)(原則として、著作者の死後 50年)

が満了している場合もありますが、保護期間が満了していない場合は、 「複製J r編

曲」のいずれであっても、原則として既存の曲の著作権者の許諾が必要です。商業

ベースで利用されてし、る曲の大部分は、祖同法人 日本音楽著作償協会が著作権者か
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ら著作権の信託を受けて管理していますので、一度問い合わされるとょいと 思いま

す(教科書に載っていても、教科書会社に著作権があるわけではありません。)。

なお、授業の教材として利用する場合は、一定の条件を満たせば、著作権者の許諾

をねることなしに「複製J r編曲」できる ことになっています(詳細は著作権法第

3 5条第 1項及び第4:3条第 l母参照)。

また、 作成し直すことが 「編曲Jにあたる場合は、編曲した者にも若作権が生じる

ことになりますが、それを利用する場合(例えば、楽識を出版物に~せる場合)に

は、編出l者だけでなく、元の曲の著作権者の許諾も必要となります。

(権利の目的とならない著作物)

第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による機利の目

的となる ことができない。

二 回若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平

成 卜一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)

文は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条

第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、 訓令、通

達その他これらに類するもの

(引用)

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合にお

いて、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究そ

の他の引用の目的上正当な範四内で行なわれるものでなければならない。

第三十五条 学校その他の教育機|品1(常利を目的として設置されているものを除

く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における

使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表さ

れた著作物を複製することができる。ただ し、当該著作物の種類及び用途~，!びにそ

の複製の部数及び態機に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、

この限り でない。

2 公表dれた著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当

該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、

若し〈は提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上

演し、演奏し、上映し、若しくは口述 して利用する場合には、当該授業が行われる

場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送

信の場合にあっては、送信可能化を含むの )を行うことができるのただし、当該著

作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照ら し著作権者の利f止を不当に害
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することとなる場合は、この限りでない。

質問 2 rあなたがデシタノレ教材を作成する際に，著作権に関して注意されている点があり

ましたらお教えください。 J

f主意点 教材を制作する場合に，テキスト，画像，イラスト，動画はなるべく白分

たちで作るようにしている。また，卒業研究で制作する教材の著作権は研

究室において，将来の年度の学生が再利用できるようにしている。

卒業研究で作成された教材の著作権については共通の著作権譲渡契約書あるいは利

用許諾書を作成する必裂があると思っています。単に口頭での許諾は後でトラフ、ル

になることもあります。また、著作者人絡権は譲渡できませんので、改変して利用

することが予想される場合は、改変することについて、あらかじめ著作者(製作し

た学生)の了解を得ておくことが必要 Pす。

注意点;PowerPointなどでlVebの画像を利用する際にはクレジッ卜を入れておく 。

Web の画像以外でも“他人の著作物"を利用する場合において、'，~ì;;に出典を明示する

ようにしてください。

注意点，著作権フリ ー(VOA: Voice of Ameri caなど)のコンテンツは、加工せずその

まま使用はする。

著作権フリーでも利用に関し条件がある場合が多いので、注意が必要です。 逆に加

工もOKのものもありますので利用条件をご確認下さい。

注怠点，できるだけ自分で図表を作成したり動画を線影したりする。 (学生の場合

は学生に著作権はフリーにするよう伝える)

著作権は著作者である学生にありますので、学生の意志を尊重してください。また、

出来れば:立一章の形で残しておくことをお勧めします。なお、改変して利用すること

が予想される場合には、 “改変して利用しでもよい"又は"著作者人格権は主張し

ない"、ことを契約の形にすることをお勧めします。

これらの回答の中で、今後の課題となりそうなポイントとして、教材作成に関与した学生

の著作権の取り扱いについて、口頭による譲渡あるいは許諾が行われている可能性があるこ
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とがわかった。法的には口頭による契約も有効で、あるが、後ほど問題になる可能性もあり、

統ー したフォーマットを用意し、先生方に利用 して頂く必姿があることがわかった。そこで、

この点も考慮した「著作物の使用同意書」および 「肖像に関わる同意書Jの検討を行うこと

にした。

3 r著作物の使用同意書」および 「肖像に関わる同意書」の作成

デジタノレ教材の作製時における著作機関辿の問題としては、

I )教材への他人の著作物の利用における著刊す権

2)教材作製における協力者である学生の著作権

3)教材に出てくる児童、学生の肖像機

が、まず考えられた。そこで、これらの権利処迎に関わる同意書を作成し、利用に供する

ことにした。

文化庁誰でもできる著作権契約

http・//w帆 v.bunka. go. jp/chosakuken/keiyaku_intro/index.html 

n.虫)メディア教育開発センター

教育関係者のための著作権契約に関する手引き

http://deneb. nime. ac. jp/PDF/c-manual. pdf 

大阪府高等学校社会科(地歴 ・公民)研究会

NPO法人 Multimedia Educational f 0 r u m 

デジタ/レ教材を共有化するための 著作権・肖像権等標準処理7 ニコアノレ

http://www.oh-syaken.com/edu_share/tyosakuken/tyosakuken_lllan1213.pdf 

などの資料を参考に、 図書館学術情報献により素案在作成し、筆者も含み検討を行った。そ

の結果、 「著作物の使用に関する同意書Jおよび「大阪教育大学デジタル教材の作成及びイ

ンターネッ ト等での公開に関するIIl'I怠書」として完成をみた。次ページ以降に、 「著作物の

使用に関する同意書J、 「著作物の使用に関する同意書(記入例)Jおよび「大阪教育大学

デジタル教材の作成及びインターネット等での公開に関する同窓書J r大阪教育大学デジタ

ノレ教材の作成及びインターネット等での公開に関する同意書(記入例)Jを示した。
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大阪教育大学

殿

著作物の使用に関する同意書

以下の著作物を大阪教育大学デジタル教材の作成に使用し、イ ンターネット等で公

開する ことに同意します。

[使用する著作物]

[同意内容1
・大阪教育大学デジタノレ教材プロジェクト

・作成教材名 〔

.代表者名I

-同意内容の詳細

作成する教材の中にこの著作物を使用すること。

作成した教材を複製・譲渡・貸与すること o

作成した教材をインターネット等で公開すること。

〕による教材制作

この著作物を改変して使用すること。改変するのは以下の通り。

1. 00000 

2. 00000 

[同意者名][著作者との続柄]

[著作者名]

I 同意~ ] 平成 年月 日
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l著作物の使IfIIこ関わるi司意書 1

);;P;:教脊太宇ー

'韓併fをra:t電車需翁若;まI!!λI婚

著作物の伎ml:r羽ナるお1意書

以 下の著作物音大隊教育大学デ ジタノレ教討の作成lζ使持It、イ ン Pーヰ ソ ト

等?公開するこ とに同意します P

f使Il!する著作物1
( 00敷商事現金句イト曲持場開l

( ，客車"回唖合1%儲告を'2人、 t..'foれr;f鶴市::>e一線ti"Jf1品1

I同意内容1
.大阪教管A学デジヅル教紛プロ ジ Z デト

[ 機織事岳民入

.作成教事f名 ( 作成予定軸材申告特等五討入

.代表.rr品 ( 験制作建叱聴事告を'ilλ j 

ep司主:'1付草干の~r綿
伶媛.t6教材，])q.q こ出.件特z檀同j~こ r 守

作成した教科荘場製 ぞ噌曹 '買お司品ζ l'，

?容認しL暑材!インターみ yト穏で公用t9こと=

ご由轟?挙期是唖置して慢鼎ヲ会乙次 草萱マjt申，:);μfC1)晶令}， 

) Iご上る教付制作

00000 改変であれば.後霊祭薪を明舵L.可意を得ておくて

2 00000 

[1;司意布":1¥I [!富{下オ?との続柄1
著作書または様鏡曹の司Is r著作者との続柄}

1昔if.寸前宇"J 
事E作譜4ろを記入

!f，司活~Jil 手成年 月 N X思議齢L
間意書作成上田車章

-平棋の作った候 ・工作 .tt'" 
Iや損害時的窃合l土、Mill聾有者

向章者tします c

-樟宜*白鶴持は. 伸成する骨骨由明容に合わせて寧材作成暫b'.~鎮えて〈だき し、

帽に間意向謡曲幹舗については、必聾に古わせて追加樺正鯵在行って(t三吉い.

'It寛*由幌持は、同意宥.'"λが臨.して〈だ幸い.

・輔作者.が高校1;制下で晶晶場合1本側宜宥Iま蝿盟曹eL.署特有由民名も総録して〈ださい.

・筒軍曹にIi!λを依頼す品と曹は.必ず問書内容品ついてご説明〈ださレ.
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大阪教育大学

殿

大阪教育大学デジタル教材の作成及び

インターネット等での公開に関する同意書

大阪教育大学デジタル教材の作成及びインターネット等での公開に関して以下の

ことに同意します。

【同意内容】

・大阪教育大学デジタル教材プロジェクト

〕による教材制作

・作成教材名 〔

.代表者名 〔

.同意内容の詳細

・同意者(出演者)を撮影・録音し、それを使用して教材作成をすること。

・作成した教材に含まれる出演者の写真・映像・音声等をデジタル教材プロジェ

クトのサイトや大阪教育大学リポジトリ等で公開すること。

・教材作成のために撮影・録音したものを使用して報告書を作成すること。

・教材作成のために撮影・録音したものを DVDなどの記録媒体に複製し、配布・

譲渡・貸与すること。

【同意者名】[出演者との続柄]

【出演者名】

【同意日】平成 年 月 日



デジクノレ教材開発活用サイクノレによる新しい教育の展開 157 

|拘機i:関わる潤意書 |

大目玉教1尊大学 !ill3AO1! ! 
〔撃持作品at電車密殺事告!u心 持主

大阪教育大学-7ゾ"ノレ教材のfl'lf<及び
インタ 羊:.7ト等て?の公!携に織する向意書;

夕立罰宣教宵大学ダジ宇A〆教材の作r波及びインタ}ネット噂での公rn1iニ!鶴iて以

下のニとに符意します二

1 f，1J;意内総i
・大l荷数1智大学グヅタノレ教fIプ口ジェ クト

!l務長を!eλ ;によ Q ~控付制作

・作成車生与N'， [急措が京鞍匂母<s終絡を校λ・f世喪者お [ 鞍v.t学樹党現者名を蛇A

.翻意向絞めE李総
4 荷車事 q，ti)尭'l'1i警機能 e 鱗嘗し‘それを告を問Lて教制作皮を手るごと¢

忌作依した教材f二設まれるお語葬者時写真・殺害草・昔陣毎撃を乎ジタJι号理事事ゴ口ジェヴト昨

今イトや大読ま教構文学 i)~ ジト ザ 轄でき金納する:ごと。

'書生羽持誌のため九議筆法 ，総替L72も的脅E金銭し℃報審曹を持議4晶こ.:;，

毒事室村持戒めた拍1:1襲顧み・総軒したもの普苦¥'Dおと母喜e銀銭裁に被告避し.事記布 ，線道産・

3賞与ダるζ主婦

{同意書名1[Hl論者どの総柄]

主語;謀議または後緩読め畿各 [銭湯望号との綴桝}

1 i討議おも] 在住j窟襲名を書記λ

(f司君:n I 平成年刃 11 Hヨf舎を苦記入〕

間軍事作線上司議瞳

'.空手出費事分t主、作成する穂村田向轡に昔わをきて教材作峨輔が書曹豊島えて〈だきも、'

a 特f:同意向車抑陣織については、 必Jt! f:書物をきてi島知様車帯華行って〈だ ~い.

-骨史学岳部分1;，理事章者本人が総量Eして〈だ害も~

・拘置障者帯が揮を量生制下である場食t草、覇軍曹は係費量曹と し‘出調帯由設sも艇事して tださい。

温殿軍曹Iニ能入華強複す{，/;;曹t章、品ず倒童向瞥についてご観瞬〈だき色、
宮 山…一三議録私醐胴

1 ; Iill賞者やi長Z望者に対L亡、 . 

ねI!l">内容を，"電鳴すること
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4 デジタ ル教材 プロジェク卜説明会の開催

fデジタ/レ教材 プロジェク卜」説明会を開催し、 その巾で、プロジェクト全体の実施上の

注怠点とともに、テずジタル教材作成に勝lわる若作権の説明を行い、さらに作成した ri!i・作物

の使用に関する同意書」および「大阪教育大学デジタル教材の作成及びインターネット等で

の公1)11に関する|古L音、書」の説明を行った。

|井|催 1:1~寺， 平成 21年 7月 31円(金) I 5 時~ 16時 30分

開俄場所， 相原キャンパス 83株 11崎教養学科第三会議室

参加者数 21名(図書館職只 6名を合む)

[配布資料] デジタル教材プロジェク卜企画案を実施する際の留意点、著作物の使用に

関わる同意書、同上 (記入例)、肖像に関わる同意書、向上(記入例)、契約書サンプル

クリエイティブコモンズ説明、著作続法(抜*"，) + 関連 URL

内容 デジタノレ教材の作成や公|淵のために留意することを認識してl頁くことを目的と し、

はじめに、著作物の“定義"等、著作権について、著作権法の抜粋を参考に説明を行った。

さらに、教材作成の留意点と同意書の記入方法について、上記配布資料等を矧いて説明を行

い、その後、質問等を受け付けた。数人の先生からの質問があり、活発でーあった。この説明

会の様子は、講義・講演記録配信システム rUpI PointJで配信された。

'もa略

5 著作権懇談会の開催

上記のデジタノレ教材プロジェク 卜説明会にあtいて、さらに著作権への理解を深めて頂くた

め、著作織に関する懇談会を開催することにした。講演の形式をとらず懇談会形式とした。
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これは、著作権の概説よりは、 より実務に近い形でのセ ミナーとした。なお、講師は株式会

社TsSで、著作権処理の実務を担当 されている問中氏にお願いした。これは、 テレビは、

まさし く著作物を生み出している と同時に、著作物の利用も行っており、著作権処虚実務の

最も大きな現場であると考えたためである。

閥{世i:lU寺， 平成 21年 12月 10日(木 13時 30分-----J 5時

開催場所 ， 図書館会議室

講師， 田中康之(たなか やすゆき)

株式会社TsSテレヒ、編成制作木部編成局コ ンテンツ&ライツセンターメ ディアライツ

推進担当 担当部長

参加者数， 教員・学生 16名、図書館職員 3名、計 19名

1人l符， 出中氏より資料を用い、若作権に関わる事例 3例について解説を行い、 その後広く

若作権に関わる話題について懇談を、約 1時間行った。本学における著作物等の知的財産の

活用を考える上でも貴重な意見交換が行われた。


